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 我が国における「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」に関する 

実施計画（第２期ＥＳＤ国内実施計画）（案） 
 

持続可能な開発のための教育に関する関係省庁連絡会議 

 

第１章 総論 

１．序 

（１）ＥＳＤの意義とＳＤＧｓ 

「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ： Education for Sustainable 

Development）」とは、人類が将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確保できるよう、

気候変動、生物多様性の喪失、資源の枯渇、貧困の拡大等、人類の開発活動に起因

する現代社会における様々な問題を、各人が自らの問題として主体的に捉え、身近

なところから取り組むことで、それらの問題の解決につながる新たな価値観や行動

等の変容をもたらし、もって持続可能な社会を実現していくことを目指して行う学

習・教育活動のことである。ＥＳＤは、２００２年にヨハネスブルグで行われた「持

続可能な開発に関する世界首脳会議」において我が国が提唱した考え方であり、そ

れ以降、国際連合教育科学文化機構（ユネスコ）を主導機関として国際的に推進さ

れてきた。 

また、２０１５年９月、国連はアジェンダ２０３０を採択し、人類が持続的かつ

強靭な発展経路に移行するために経済・社会・環境の三則面を調和させる、「持続

可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を示した。このＳＤＧｓは、現代の社会が抱えてい

る気候変動、自然災害、脱炭素、多文化共生等、様々な課題解決に向けて、世界が

共有する具体的な達成目標である。 

ＥＳＤは、日常生活の中で我々が隣り合わせている課題を地球規模課題の解決と

結び付けて考え、それらを解決するための行動変容をもたらすための教育であり、

持続可能な社会を実現するために必要な資質・能力を培うための教育であるとも言

える。ＥＳＤの実践を通して、学校教育に留まらず、あらゆる場面での教育活動を

通じて習得された知識、技能、価値観を行動変容に生かすことが、持続可能な社会

を実現するための目標であるＳＤＧｓの達成につながるのである。２０１９年の国

連総会決議においても、ＥＳＤがこのＳＤＧｓ全てのゴールを達成するための鍵で

あると確認されている。 

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は、今後ますます、教育活動の中で社会

情緒的能力や非認知能力などを育むことが重要であることを明らかにした。人類が

様々な課題を克服して持続可能な発展を成し遂げていくためには、一人ひとりが自

らの行動を変革し社会に働きかけていく必要があり、ＥＳＤの重要性はより一層高

まっている。 

 

（２）「国連持続可能な開発のための教育の１０年」及び「持続可能な開発のための

教育に関するグローバル・アクション・プログラム」の取組及び課題 

前述のとおり、ＥＳＤについては、ユネスコが中心となり、その在り方に関する
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検討が進められてきた。ＥＳＤの推進に係る国際的な枠組みとして、２００５年か

ら２０１４年までの１０年間は「国連持続可能な開発のための教育の１０年」（Ｄ

ＥＳＤ：Decade of Education for Sustainable Development）とされた。さらに、

ＤＥＳＤ最終年の２０１４年１１月には「ＥＳＤに関するユネスコ世界会議」が我

が国で開催され、２０１５年から「持続可能な開発のための教育に関するグローバ

ル・アクション・プログラム」（ＧＡＰ）が開始することとされた。 

ＧＡＰでは、持続可能な開発は、政治的合意、財政的な動機付け、技術的な手段

のみによって実現できるものではなく、一人ひとりの考え方や、社会に働きかける

等の行動の変容が求められるものであり、この「変容」の実現に向けて教育が果た

すべき役割が大きいことが再確認された。その上で、持続可能な開発に向けた進展

を加速するために、教育及び学習のすべてのレベルと分野で行動を起こし拡大して

いくことを目標に掲げている。 

さらに、戦略的にステークホルダーのコミットメントを可能にするために、５つ

の優先行動分野（①政策的支援、②機関包括型アプローチ、③教育者、④ユース、

⑤地域コミュニティ）を定め、これらの下に全てのステークホルダーが活動を展開

することが求められた。一方で、ＧＡＰにおいては、目的に対する一定の進捗が見

られたと評価されているが、異なる優先行動分野間の連携が不足している点等が課

題として指摘された。 

 

（３）「持続可能な開発のための教育：ＳＤＧｓ実現に向けて（ＥＳＤ for ２０３

０）」の策定 

（２）で記載したＤＥＳＤとＧＡＰの取組を基礎として、２０２０年から２０

３０年を対象とする新しい枠組み「持続可能な開発のための教育：ＳＤＧｓ実現

に向けて（ＥＳＤ for ２０３０）」が２０１９年の第７４回国連総会で承認され

た。本枠組では、ＥＳＤがＳＤＧｓの１７のゴール全ての実現に貢献することを

通じて、より公正で持続可能な世界を構築することを目指すことを目的としてい

る。本枠組の特徴としては、主に以下の３点が挙げられている。 

①ＳＤＧｓの１７全ての目標実現に向けた教育の役割を強調： 

  相互に関連する１７のＳＤＧｓの実現に向けた教育の役割に重点を置い

ている。ＥＳＤは、１７のゴールについての意識を高めるとともに、持続可

能な開発に向けた課題に対する活動を喚起する。 

 

②持続可能な開発に向けた大きな変革（社会及び個人の変革）への重点化： 

  持続可能な開発のために必要な個人の変革や、経済成長と持続可能な開

発を両立するための構造的な変革に照準を定める。 

 

③ユネスコ加盟国によるリーダーシップへの重点化： 

  加盟国が、ＳＤＧ４（教育）だけでなく、持続可能な開発に関する全て 

のＳＤＧｓ実施に関して行う取組において、ＥＳＤを主流化するために強

力なリーダーシップが求められる。 

 

また、ＧＡＰにおける５つの優先行動分野を継続しつつ、実施へのメカニズムと
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して、国レベルでのＥＳＤ for ２０３０の実施（国内イニシアチブの設定）、パー

トナーシップとコラボレーション、行動を促すための普及活動、新たな課題や傾向

の追跡、資源の動員、進捗モニタリングが言及された。 

 

２．本実施計画の位置づけと実施体制 

我が国では、国際的なＥＳＤの枠組みに基づき、２００６年に「国連持続可能な

開発のための教育の１０年」実施計画を、２０１６年に「持続可能な開発のための

教育に関するグローバル・アクション・プログラム」実施計画を策定し、国内にお

けるＥＳＤを推進してきた。ＧＡＰの最終年である２０１９年には国内実施計画に

係るレビューを実施し、様々なステークホルダーと連携した施策の展開していくこ

とや、優良事例の横展開を含めた国内外への情報発信機能の強化を行っていくこと

等が求められたところである。 

上述のレビュー及び１．（３）で述べたＥＳＤ for ２０３０という新たな国際枠

組を踏まえ、本計画は、５つの優先行動分野における国内における各ステークホル

ダー（政府、地方自治体、ＮＧＯ／ＮＰＯ、公益法人、企業、メディア、研究機関、

学校を含む教育機関、教員を含む個人等、ＥＳＤに関係する全てのステークホルダ

ー）のコミットメントに資する計画を示したものである。 

我が国においては、ＥＳＤを通じて、学習指導要領に示されている資質・能力の

３つの柱（「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間

性等」）を全ての学習段階でバランスよく育成することが目指される。また、日本社

会のあらゆる主体を対象に様々な場面でのＥＳＤ実施を推進し、ジェンダー平等、

２０５０年カーボンニュートラルをはじめとするグリーン社会の実現、ＡＩ及びＤ

Ｘの推進と社会システムのデジタル改革等、我が国のＳＤＧｓに関する方針を踏ま

えつつ、持続可能な社会の創り手の育成を効果的に推進することが求められる。我

が国は、ＥＳＤの提唱国として、引き続き、優れた実施事例を提示するなど、世界

のＥＳＤ活動を先導することを目指す。 

また、本計画の実施にあたっては、「持続可能な開発のための教育に関する関係省

庁連絡会議（ＥＳＤ関係省庁連絡会議）」による府省横断の連携体制による政策立案

や、有識者会議を通じて多様なステークホルダーの知見が反映する仕組みを維持す

る。加えて、各省庁が緊密に連携し、所管する分野におけるＥＳＤの普及・推進に

努めるとともに、「持続可能な開発のための教育円卓会議（ＥＳＤ円卓会議）」や日

本ユネスコ国内委員会においてＥＳＤの推進方策について意見交換を行うなど、幅

広い関係者の意見を聴取しつつ、取組を実施する。 

 

 

３．基本的考え方 

（１）ＳＤＧｓ達成へのコミットメント 

ＳＤＧｓは、世界全体の経済、社会及び環境の三側面を不可分のものとして調和

させ、誰一人取り残すことなく、この持続可能な世界を実現するための先進国と開

発途上国が共に取り組むべき普遍的な目標である。前述のとおり、ＥＳＤは、全て

のＳＤＧｓの達成に貢献するものであり、本計画では、ＥＳＤ for ２０３０を踏

まえ、ＳＤＧｓへの貢献をより積極的かつ明確に示し、ＳＤＧｓ達成に資する学習
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や人材養成施策を展開していく。 

そのため、ＥＳＤ関係者のみならず、持続可能な開発を実現するために活動する

ステークホルダーとの協働を重視し広範なパートナーシップを発展させていくと

ともに、ＥＳＤが全てのＳＤＧｓの達成に大きく貢献するものであることについて

普及・啓発活動を強化していく。 

さらに気候変動に係るパリ協定、仙台防災枠組、国連海洋科学の１０年等、ＳＤ

Ｇｓに関する国際的なイニシアチブ等に留意し、それらの活用を図っていく。 

  

（２）ステークホルダー間のパートナーシップの促進 

ＥＳＤ for ２０３０では、加盟国は、ＳＤＧｓに関する国内の枠組みに関連し

て、各分野のステークホルダーを動員し、協調戦略の下で協働型ネットワークの構

築を支援することが求められている。前述のとおり、政府、ユネスコや国連大学な

どの国際機関、地方自治体、ＮＧＯ／ＮＰＯ、公益法人、企業、メディア、研究機

関、学校を含む教育機関、教員を含む個人など、関係する全てのステークホルダー

を巻き込みながらＥＳＤを展開していく。そのため、各領域で育ってきたネットワ

ークの間をつなぐネットワークの重層化を推進する。 

政府においても、省庁の垣根を超えて関係省庁連絡会議の枠組みの中で様々な

省庁が連携してＥＳＤの実現を目指す。また、分野間でのパートナーシップを促進

するために、各ステークホルダーの取組に関する情報発信を強化する。 

 

（３）優先行動分野の推進 

本実施計画においては、ＥＳＤ for ２０３０の目的に沿って、以下の５つの優

先行動分野における各ステークホルダーのコミットメントに資する計画を示す。 

 

①政策の推進（ＥＳＤの政策への取り込み） 

政府が、国の教育政策等の中心にＥＳＤを据え教育を変革すること。 

 

②学習環境の変革（機関包括型アプローチの実施） 

学習者が、ＳＤＧｓの１７のゴールを実現するために必要な知識、スキル、価

値観、態度を習得し、ＥＳＤの機関包括型アプローチを通じて、持続可能な開発

のための行動として実践する機会が得られるようにすること。 

 

③教育者の能力構築（ＥＳＤを実践する教育者の育成） 

教育者が、持続可能な開発に向けて社会を変革する力を培う機会が得られる

ようにすること。教育者を訓練する機関が、ＥＳＤを体系的に取り入れること。 

 

④ユースのエンパワーメントと動員（ＥＳＤを通じて持続可能な開発のための変

革を進める若者の参加の支援） 

ユースが、変革の担い手となるために必要な資質を培うための支援を受けら

れるようにすること。 

 

⑤地域レベルでの活動の促進（ＥＳＤを通じた持続可能な地域づくりの促進） 
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ＥＳＤが地域レベルでのサステイナビリティを実現するための鍵となるツー

ルであり、生涯学習の機会であることが認識されること。 

 

（４）国際社会におけるＥＳＤ推進の先導的役割 

我が国が、ＥＳＤの概念を提唱して世界的な取組に発展したという経緯を踏ま

え、引き続き、我が国から優れた実施事例を提示するなど、世界のＥＳＤ活動を

先導することを目指す。各ＥＳＤ推進策においては、可能な範囲で国際機関等と

の協力及び国際発信情報の整備につなげていく。 

 

第２章 具体的取組 

以下では、より効果的にＥＳＤを推進するため、ＥＳＤ for ２０３０で示され

ている５つの優先行動分野において各ステークホルダーが取り組むべき主な事項

を記載している。これは優先行動分野以外における取組を排除するものではなく、

ＥＳＤの実践にあたっては各ステークホルダー自身が自ら考え、主体的に行動を起

こすことが求められている。なお、ＥＳＤの推進に際しては、新型コロナウイルス

感染症の拡大やジェンダー平等等、現代社会における重要な課題も考慮されるべき

である点に留意が必要である。 

 

１．優先行動分野における各ステークホルダーの取組  

（１）優先行動分野１：政策の推進 

政策決定者は、持続可能な開発を実現するために必要であるグローバルな変革

をもたらすうえで、重要な役割を担っている。教育機関やその他のステークホル

ダーがＥＳＤをより実践していくためには、政策決定者による政策的な枠組み作

りが不可欠である。 

我が国においては、以前からＥＳＤに組織的・体系的に取り組んできた。関係

省庁においては、引き続き、政府が策定する指針等にＥＳＤの理念を取り入れる

とともに、教材提供や支援、広報啓発活動、優良な取組に係る情報提供、政策対

話の開催等を実施し、多様な分野の取組を支援する。 

また、ＥＳＤ for ２０３０において、持続可能な社会の実現には個人の行動変

容が最重要である一方で、社会の構造変革も不可欠であり、経済成長と持続可能

な開発のバランスを見極めつつ、社会システム変容の実現に向け、ＥＳＤの果た

す役割は大きいと指摘されている。このため、ＳＤＧｓ関連政策その他持続可能

な社会づくりに関する各種政策の推進に、ＥＳＤを積極的に取り込む 。 

 

＜本優先行動分野に関する主なステークホルダー＞ 

－政府（教育及び持続可能な開発に関連する分野の政策決定者） 

 

ａ)ＳＤＧｓ関連政策へのＥＳＤの反映に関すること 

・ＳＤＧｓ実施指針等のＥＳＤの位置付け 

政府は、２０１９年１２月に策定された「ＳＤＧｓ実施指針改定版（令和元年
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１２月２０日ＳＤＧｓ推進本部決定）」においてＥＳＤを位置付けている。また、

教育機関の役割として、ＥＳＤに関する国内外の活動の充実に貢献すること、ユ

ネスコスクールネットワークのさらなる活性化を図ること、社会教育関連機関も

含めてＳＤＧｓに資するように多様な文化とつながりながら学習できる環境づく

りを促進することを期待している。 

 

・ＳＤＧ４に資する各政策分野におけるＥＳＤの推進 

政府は、健康教育の推進、食育の推進、安全教育の推進、人権教育の推進、外

国人児童生徒等に対する教育の推進、生活者としての外国人に対する日本語教育

の推進、環境教育及び協働取組の推進、農業分野における次世代を担う人材育成、

アジア地域における産業人材の育成、「倫理的消費（エシカル消費）」の普及・啓

発活動等、教育機関の内外を問わず、ＳＤＧ４の実現に資する様々な政策分野に

おいてＥＳＤの取組を推進する。 

また、政府が策定するＳＤＧ４に資する各種文書においても、ＥＳＤの考え方

が反映されるよう努める。 

 

ｂ)教育政策へのＥＳＤの位置付けに関すること 

・第３期教育振興基本計画への位置付け 

政府は、２０１８年に策定された第３期教育振興基本計画においても、我が国

がＥＳＤの推進拠点と位置付けているユネスコスクールの活動の充実を図り、好

事例を全国的に広く発信・共有することや、ＥＳＤの実践・普及や学校間の交流

を促進することを掲げている。 

 

・学習指導要領に基づくＥＳＤの実施 

２０２０年度から順次実施されている学習指導要領においては、前文及び総則

において「持続可能な社会の創り手」の育成が掲げられている。政府は、学習指

導要領に基づき、持続可能な社会の実現に向けて、学校現場におけるＥＳＤの着

実な実施を進める。 

 

 ｃ)地球規模課題に係る施策におけるＥＳＤの実施 

 ・地球規模課題に係る施策へのＥＳＤの位置付けに関すること 

２０１１年に改正された環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律

（環境教育等促進法）（２００３年成立、文部科学省、経済産業省、農水省、国土

交通省、環境省の５省共管）において、ＥＳＤの視点がより強く盛り込まれてい

る。また、第五次環境基本計画において、持続可能な地域づくりのために環境・

経済・社会の統合的向上で実現する未来像としての地域循環共生圏（ローカルＳ

ＤＧｓ）の概念が提唱され、ＥＳＤの考え方をベースにその担い手を育成するこ

とが示されている。 

政府は、引き続き、環境教育等促進法及び同法に基づく基本方針の実施等にお

いて、ＥＳＤの普及と推進に取り組む。また、未来像としての地域循環共生圏（ロ

ーカルＳＤＧｓ）の担い手の育成においては、ＥＳＤの手法を積極的に活用し、

ＥＳＤの普及を促進する。 
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ｄ)国際的なＥＳＤの推進に関すること 

・ＥＳＤ推進に向けた海外諸国との連携 

  政府は、日米環境政策対話を通じた米国との連携、日中韓三か国教育大臣会合

の枠組みを通じた中国・韓国との連携、東南アジア教育大臣機構（ＳＥＡＭＥＯ）

加盟国との連携に加え、ＡＳＥＡＮ諸国やアフリカ諸国との連携や、日本型教育

の戦略的な海外展開等により、海外諸国とともにＥＳＤを推進する。 

 

・途上国における教育支援 

政府は、ＪＩＣＡ等と連携し、途上国の未来と発展を支えるリーダーの育成等

を支援することで、途上国におけるＥＳＤの推進に貢献する。 

 

・国際機関を通じたＥＳＤの推進 

  政府は、ＳＤＧ４のリーディングエージェンシーであるユネスコに対する信託

基金の拠出等を通じて、各国においてＥＳＤが推進されるよう支援を行う。また、

国際連合や国際連合児童基金（ユニセフ）との協力を通じた教育分野での協力を

通じて、ＳＤＧｓやＥＳＤの推進を図る。 

さらに、国連大学が実施するＥＳＤプログラム（ＲＣＥ認定、ProSPER.NET 構

築）及びＳＤＧｓの統合的達成に向けた事業に協力するとともに、国内大学との

連携強化を図りながら、サステイナビリティ分野の教育研究を基盤としたＳＤＧ

ｓの達成に向けた取組を支援する。 

 

（２）優先行動分野２：学習環境の変革 

   学習者が、持続可能な開発へ向けた変革の活動を起こすための担い手となるた

めには、学習機関における学習環境の変革が必要である。学習機関全体が持続可

能な開発を念頭に置くことにより、学習の内容や指導方法が変わるとともに、機

関包括型アプローチを通して、学習者が学んだことを地域に還元できる体制の構

築が求められる。 

   我が国においては、学習指導要領にＥＳＤの理念が盛り込まれる等、持続可能

な社会の実現に向けた学習内容の変革に取り組んできた。今後、ＩＣＴ等を活用

した学習環境の充実や多様な学習機会の確保に努める。また、地域コミュニティ

がＥＳＤに係る様々な先導的取組を実践したことを踏まえ、地域において目標を

共有し各ステークホルダーが担うべき役割を整理した上で、課題解決に向けて協

働して取り組むことが望ましい。 

 

＜本優先行動分野に関する主なステークホルダー＞ 

－学校 

－地方公共団体（教育委員会を含む） 

－政府 

 

＜協働するステークホルダー＞ 

－その他教育機関（社会教育施設、大学、ＥＳＤを通じた教育を実践する機関） 
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－ＮＧＯ／ＮＰＯ、民間企業等 

 

・学習指導要領に基づくＥＳＤの実施【再掲】 

２０２０年度から順次実施されている学習指導要領においては、前文及び総則

において「持続可能な社会の創り手」の育成が掲げられている。政府は、学習指

導要領に基づき、持続可能な社会の実現に向けて、学校現場におけるＥＳＤの着

実な実施を進める。 

 

 ・ＩＣＴ化を通じた教育環境の充実 

   政府は、Society 5.0時代に求められる学びの実現に向けて、「ＧＩＧＡスクー

ル構想」に基づき、２０２１年４月から１人１台端末環境での学びを本格的にス

タートさせるべく、学校ＩＣＴ環境整備を全国一斉に進める。また、子供たちが

学校教育で学んだものを地域でさらに深め、実践的な学びを行うための支援を実

施する。 

 

・機関包括型アプローチの推進に向けたネットワークの形成・強化 

   政府は、ＥＳＤ推進ネットワークの一層の強化やＥＳＤコンソーシアムのさら

なる推進やモデル事業の展開等を通じ、機関包括型アプローチの推進を図る。ま

た、「ＥＳＤ推進の手引」やユネスコスクールネットワークの強化等を通じ、学校

と地域、大学、企業、社会教育施設等との連携を促進する。 

   学校、社会教育施設、大学、地方公共団体、ＮＧＯ／ＮＰＯ、民間企業等には、

様々なステークホルダーと連携した機関包括型アプローチの発展、展開や、機関

包括型アプローチを実現するためのガバナンス強化等が求められる。 

 

 ・多様な学習機会の確保 

政府は、学校内外における青少年の体験活動の推進、体験活動の充実に向けた

取組を支援する。また、地域の学校や自然学校と連携して実施する自然観察会や

自然環境学習等により、子供たちが自然とふれあう機会を創出する。 

学校、社会教育施設、大学、地方公共団体、ＮＧＯ／ＮＰＯ、民間企業等には、

各地域において、世界遺産や伝統行事をはじめとする地域の文化や様々な活動、

ユネスコエコパークやジオパーク等の地域の資源を活用した活動等を、地域内の

様々なステークホルダーと連携して実践することが求められる。 

 

（３）優先行動分野３：教育者の能力構築 

教育者は、学習者の持続可能な学習を支える主要なアクターであるが、社会の

変化に伴い、その役割も大きく変化しつつある。学習者を導くためには、教育者

自身が知識や技能等を備えることや、どのようなアプローチが最大の効果をもた

らすのかを理解することが必要となる。 

 我が国においても、ＥＳＤを実践するためのファシリテーターとして、各機関

における指導者の役割は非常に大きい。学校や大学の教員のみでなく、教職を目

指す学生や、ノンフォーマル、インフォーマルな教育におけるＥＳＤを推進する

教育者の能力育成も求められている。 
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＜本優先行動分野に関する主なステークホルダー＞ 

－学校における教職員等、ＥＳＤを通じた教育を実践する者 

－地方公共団体（教育委員会を含む） 

－その他教育機関（社会教育施設、大学、ＥＳＤを通じた教育を実践する機関） 

－政府 

 

＜協働するステークホルダー＞ 

－ＮＧＯ／ＮＰＯ、民間企業等 

 

・教員に対する研修等 

   政府は、時代の変化に応じた質の高い学びの実現と、複雑化する教育課題に適

切に対処するための指導力の向上等を図るため、教員研修等においてＳＤＧｓや

ＥＳＤの考え方を推進する。また、「ＥＳＤ推進の手引」等を通じた教職員の資質

能力の向上を図るとともに、学校や地域における質の高いＥＳＤを実践・推進す

るための研修の実施、教師教育の推進に関するモデル事例の展開等を行う。 

   学校、地方公共団体や教育委員会、社会教育施設や大学等は、地域課題等を踏

まえた指導者研修会等を自主的に実施することや、「ＥＳＤ推進の手引」等を活

用し教職員がＥＳＤを実践するための研修等を充実させることが求められる。 

 

 ・教職員を対象とした国際交流 

   政府は、諸外国の教員等を我が国に招聘するとともに、我が国からも教職員等

を諸外国に派遣し、諸外国の学校及び地域社会におけるＥＳＤと国際理解教育の

好事例を探るとともに、ＥＳＤに関する諸外国との連携強化を図る。 

 

 ・各機関においてＥＳＤを実践する者の育成 

   政府は、ＥＳＤを実践する者を効果的に育成するため、研修プログラムを設計

する人材等を育成し、その活動を支援する。 

   地方公共団体や教育委員会、社会教育施設、大学、民間企業等、各機関におい

ては、当該機関で人材育成に取り組む者に対し、ＥＳＤの視点を取り入れた研修

を行うことが求められる。また、その際、ＮＧＯ／ＮＰＯ、環境カウンセラー等

の積極的な活用が期待される。 

 

・ＥＳＤ推進ネットワークにおける学びあいの推進 

政府は、ＥＳＤ国内実施計画（平成２８年３月 持続可能な開発のための教育

に関する関係省庁連絡会議）に基づき、多様なステークホルダーが参加するＥＳ

Ｄ推進ネットワークにおいて、様々な立場の教育関係者による学びあいを強化す

る。本ネットワークは、持続可能な社会の実現に向け、ＥＳＤにかかわるマルチ

ステークホルダーが、地域の取組を核に、様々なレベルで分野横断的に協働・連

携してＥＳＤを推進する目的で整備されてきた。今後とも、ＥＳＤに関する最新

の動向や各地の優れたＥＳＤ実践事例を共有し、ネットワーク参加者が交流し相

互に学びあう場となる機会を提供する。 



10 

 

 

 ・ＩＣＴを活用した研修 

   新型コロナウイルス感染防止対策に配慮した教育者の育成を実施する過程で、

映像資料の作成やオンラインを活用した取組が急速に進展した。また、ＩＣＴ活

用による業務の効率化とオンラインの限界に関する理解も進んでいる。政府は、

アフターコロナにおいても、蓄積された知見を活かしてＩＣＴを活用したＥＳＤ

に関する教育者の育成を継続的に進める。 

 

（４）優先行動分野４：ユースのエンパワーメントと動員 

現代社会の様々な課題に直面するユースは、従来よりも地球規模課題に対して

積極的に声を上げ、活動するようになっている。創造的で独創的な解を導き出す

力を持っているユースは持続可能な開発を実現する上で欠かせない存在であり、

ジェンダーを問わずすべてのユースのエンパワーメントは、ＥＳＤ推進の中核を

なすものである。 

我が国においても、「ＳＤＧｓアクションプラン」において、日本の「ＳＤＧｓ

モデル」の三本柱に「次世代・女性のエンパワーメント」を掲げており、幼児期

も含めた世代への働きかけを行うとともに、ユースの主体的な活動を支援し、様々

な手段を通してユースの声を反映させる仕組みづくりが求められる。 

 

 ＜本優先行動分野に関する主なステークホルダー＞ 

－ユース団体、ユース支援団体 

－ＮＧＯ／ＮＰＯ 

－政府 

 

＜共同するステークホルダー＞ 

－教育機関（学校、社会教育施設、大学、民間企業等、ＥＳＤを通じた教育を実

践する機関） 

－民間企業等 

－地方公共団体（教育委員会を含む） 

 

・ユース同士のコミュニティづくり 

政府をはじめとする各機関は、プラットフォームやネットワークの構築、フォ

ーラムの開催、ポータルサイトの開設等を通じて、ユースが国内外のユースと意

見交換する場を確保し、多様な分野においてＳＤＧｓやＥＳＤの主役となるユー

ス同士の繋がりを構築するとともに、ユースの声が社会に生かされる環境づくり

を推進する。 

 

・国際的な議論にユースが参加できる環境づくり 

政府は、上記プラットフォーム等を活用し、国連機関のユースフォーラム等の

様々な機会を捉え、国際的な場でユースが発信を行う機会を確保するよう努める。

また、ユネスコにおける国際事業との連携等を通し、ＥＳＤに参画する若者が世

界との接点を持つことができるよう支援する。 
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各教育機関、地方公共団体、ＮＧＯ／ＮＰＯ、民間企業等においても、様々な

場をとらえてユースが国際的議論に参画できる機会を創出することが求められる。 

 

・青少年の国際交流の推進 

政府は、青少年教育施設を中核として、自治体や青少年団体等との連携を強化

する。また、青少年に対し、国内外における異文化交流や持続可能な社会の重要

性を学ぶ機会を充実させることで、次世代を担うグローバル人材を育成する場を

提供する。 

 

・ユースの主体的な取組の促進 

政府は、関係機関と協力して、高校生等による具体的な実践活動を奨励し、ユ

ースの交流の機会を提供する。また、ユース等が環境課題をはじめとする現代社

会の地球規模の課題を深く考えて主張し発信する機会を提供する。 

 

（５）優先行動分野５：地域レベルでの活動の促進 

持続可能な開発を実現するための実践は、地域レベルで行われるものが多く、持

続可能な開発のためのパートナーシップも地域コミュニティ内で構築されること

が多い。このため、学習機関と地域との積極的な協力が求められる。 

我が国においても、多くのＥＳＤの先進的な取組は地域において実践されてき

たという認識のもと、地域においては様々なステークホルダーが連携しながら、身

近な課題を解決するための行動変容を促し、ＥＳＤを通じて地域づくりを推進し

ていくことが求められる。 

  

＜本優先行動分野に関する主なステークホルダー＞ 

－地方公共団体（教育委員会を含む） 

－ＮＧＯ／ＮＰＯ 

－政府 

 

 ＜共同するステークホルダー＞ 

－教育機関（学校、社会教育施設、大学、民間企業等、ＥＳＤを通じた教育を実

践する機関） 

－民間企業等 

－地域コミュニティに所属する全ての者 

 

・ＥＳＤによるローカルＳＤＧｓの推進 

地方公共団体には、各機関において策定される各種計画の中に、ＳＤＧｓやＥ

ＳＤの理念を取り込むよう努めることが期待される。また、ＥＳＤ実施の成果が

地域社会の発展に与える効果を十分認識し、地域からＳＤＧｓの実現を目指すた

めの人材育成の一環として、ＥＳＤを実施することが求められる。 

政府は、未来像としての「地域循環共生圏（ローカルＳＤＧｓ）」「地域循環共

生圏（ローカルＳＤＧｓ）」の取組にＥＳＤを積極的に取り込んで人材育成に活用

する。また、政府は、ＳＤＧｓ未来都市等の制度と連携を図る等、地域において
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ＥＳＤが推進されるよう地方公共団体の取組を後押しする。 

 

 ・全国的なＥＳＤ支援のためのネットワーク機能の発揮 

   政府は、ＥＳＤに取り組む様々な主体が参画・連携するＥＳＤ推進ネットワー

クのハブとなる「ＥＳＤ（全国・地方）活動支援センター」を運営し、全国で等

しくＥＳＤ実践のための支援を受けられる体制を整備する。また、地方センター

及び地域ＥＳＤ推進拠点において、地域の実態に応じた助言や支援が行われるよ

う、ネットワークを運用する。加えて、地域の優れたＥＳＤ活動の横展開を図る

ため、成果事例を全国レベルで共有する。 

 

 ・教育機関や社会教育施設等との連携の促進 

   地方公共団体は、各地域の課題に応じ、大人・子供を問わず地域の身近な場に

おいてＥＳＤの学びが提供されるよう、ASPUnivNetや国連大学ＲＣＥ等も活用し

ながら、学校、社会教育施設、大学、ＮＧＯ／ＮＰＯ、民間企業等と連携して事

業を実践していくことが求められる。また、地域の身近な学習拠点である公民館

等の社会教育機関同士のネットワークや地域学校協働活動等の地域と学校の連

携・協働の取組を活用することも期待される。 

 

 ・体験活動を重視した学習の推進【再掲】 

   各地域においては、世界遺産や伝統行事をはじめとする地域の文化や様々な活

動、ユネスコエコパークやジオパーク等の地域の資源を活用した活動等に関する

取組を、学校教育機関、社会教育施設、大学、地域、企業、市民社会等が連携し

て実践することが求められる。 

 

 

２．実施のためのメカニズム（重点実施領域） 

我が国においては、５つの優先行動分野における取組を着実に実施するためのメ

カニズムとして、以下の点を実践していく。 

 

（１）ステークホルダーのネットワーク・情報発信の強化 

＜ステークホルダーのネットワークの構築＞ 

分野を超えた協力を促進するため、多様なステークホルダーから成る重層的なネ

ットワーク形成を推進する。そのために、ユネスコ未来共創プラットフォーム等を

活用し、ＳＤＧ４に取り組むステークホルダーがＥＳＤの推進に協力して取り組む

ことのできる体制を整備する。 

ユネスコ未来共創プラットフォームにおいては、ユネスコ活動に関心や実績を持

つステークホルダーに加え、ＳＤＧｓの実現に向けた取組等を進める多様なステー

クホルダーの知見を得て、国内のユネスコ活動拠点ネットワークの戦略的整備と先

進的なユネスコ活動の海外展開を一体的に推進する体制を構築する。 

また、政府は、ＥＳＤ推進ネットワークのハブ機能を担うＥＳＤ活動支援センタ

ー（１か所）及び地方ＥＳＤ活動支援センター（８か所）を運営し、①情報共有機

能、②ＥＳＤ活動に関する各種相談対応や連携促進等の支援機能、③ネットワーク
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の形成及び学びあいの促進機能、④人材育成機能、の４つの機能の発揮を追求する

ことにより、ＥＳＤの全国的な展開、支援体制の充実、様々な主体によるＥＳＤ活

動の高度化と多様な連携を推進する。本ネットワークにより全国で等しくＥＳＤ実

践のための支援を受けられる体制を維持するとともに、ネットワークの拡大を受け

てテーマ別の学びあいの仕組みを導入し、ＥＳＤ活動の高度化を図る。さらに、本

ネットワークがマルチステークホルダーズネットワークである特性を踏まえ、ネッ

トワークを拡大しつつ重層化を進める。 

このほか、政府は、各地の教員ネットワークと地域のＥＳＤ関連ネットワークの

連携を進めるため、教育委員会の協力も仰ぎつつ、両ネットワークの構成員が協力

して活動する機会の創出に取り組む。学校内外のステークホルダーが協力を開始す

る際に参考となるガイドの作成や、各地域のＥＳＤ活動に関する情報を整備、発信

することによりネットワークの重層化を進める。 

 

＜情報発信の強化＞ 

ＥＳＤ活動がすべてのＳＤＧｓのゴールを実現するものであることを強調し、国

内外への、より一般に向けた広報・普及活動に取り組む。ＳＤＧｓ及びＥＳＤに関

係する様々な分野において、国民、事業者、民間団体等における主体的な教育や学

習の取組が促進され、持続可能な開発への理解や実践力が育成されるよう、関係省

庁において教材提供や支援、広報啓発活動、各種ＥＳＤ関連情報の提供、優良な取

組に係る情報提供等を実施する。 

特に、我が国の優れたＥＳＤ実践事例についての国際発信を積極的に行うため、

英語による情報発信を強化する。発信にあたっては、日本とユネスコ、国連大学等

の国際機関との協力、日米環境政策対話及びＧＥＥＰ、ＡＳＥＡＮ＋３環境教育ワ

ーキンググループ、日中韓環境教育ネットワーク等の国際的な枠組みも活用して､

効果的に行う。 

 

（２）点検・評価 

本計画を点検・評価するにあたっては、ＥＳＤ円卓会議や日本ユネスコ国内委員

会を活用するなどして多様なステークホルダーから定期的に意見を聴くこととす

る。その際、ＳＤＧｓグローバル指標も参考としつつ、我が国のＥＳＤに係る取組

状況について、定性的・定量的評価を行うよう努める。 

その上で、２０２５年に中間的なレビュー、２０２９年に総括的なレビューを行

う。最終年における評価は、２０３０年以降のＥＳＤの更なる効果的な推進につな

がるよう実施するものとする。なお、ＥＳＤ for ２０３０の実施期間中において

も、国内の環境、経済、社会の情勢の変化や国際的潮流の動向等を注視し、必要に

応じて本実施計画の見直しを検討する。 

 

（以上） 

 


